
審査請求書の記載について 

 

 

 

 

 

１ 審査請求をする場合の注意事項 

(1) 審査請求をすることができる人 

次の人は労災保険法に規定された保険給付に関する決定に関して労災保険審査官

に審査請求をすることができます。 

ア 労働基準監督署長から保険給付に関する決定（以下「原処分」という。）を受け、

これに不服のある人 

イ アの人が、原処分後死亡した場合に、アの人に係る未支給の保険給付を受ける

ことができる人 

(2) 代理人による審査請求 

審査請求をしようとする人が自分でその手続を行う場合のほか、代理人によって

も審査請求をすることができます。この代理人は弁護士などの特別の資格がなくて

もかまいません。 

代理人は審査請求人の委任状その他資格を証明する書類をこの審査請求書に添え

て出してください。 

(3) 審査請求をする方法 

審査請求は、原処分をした労働基準監督署を管轄する都道府県労働局に置かれて

いる労災保険審査官に対して行うことになっていますので、この審査請求書に定め

られた事柄を書き入れて、当該労災保険審査官へ提出してください。郵送でもかま

いません。 

   また、原処分をした労働基準監督署長又は審査請求人の住所又は居所を管轄する

労働基準監督署長のところへ審査請求書を提出してもよいことになっています。 

なお、この審査請求書を提出せずに、口頭により審査請求をすることもできます

ので、その場合は、労災保険審査官、原処分をした労働基準監督署長又は審査請求

人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長にその旨申し出てください。 

(4) 審査請求ができる期間 

審査請求は、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して３か月以内にす

ることができます。この期間を過ぎると審査請求はできないことになっています。 

ただし、天災地変等の正当な理由があって審査請求が遅れた場合は、３か月の期

間を過ぎても審査請求ができます。 

 

２ 審査請求書の書き方 

審査請求書に書かれた内容に間違いがある場合は、労災保険審査官から補正を命

じられる場合がありますので、よく読んで間違いのないようにしてください。 

(1) １の欄 

審査請求人の住所又は居所（この審査請求書を提出する際の審査請求人の住所又

は居所）及び氏名を書いてください。また、労災保険審査官と連絡の取れる連絡手

段をご教示ください。 

(2) ２の欄 

代理人によって審査請求をするときは、その住所又は居所及び氏名を書いてくだ

さい。また、労災保険審査官と連絡の取れる連絡手段をご教示ください。 

(3) ３の欄 

原処分を受けた者の住所又は居所及び氏名又は名称を書いてください。 

原処分を受けた者と審査請求人が同一の場合は、「１に同じ」でかまいません。 

(4) ４の欄 

原処分を受けた者が保険給付その他の給付原因となった災害を被った労働者以外

の者であるときは、その災害を被った労働者の氏名を書いてください。例えば、遺

族補償給付に関する原処分を受けた者（妻や子など。）や葬祭料に関する原処分を受

けた者（葬祭を行った者など。）は、災害によって死亡した労働者以外の者ですから、

このときは、その死亡労働者の氏名を書くことになります。 

   また、原処分を受けた者と災害を被った労働者が同一である場合には、書く必要

はありません。 

(5) ５の欄 

原処分に係る労働者が、保険給付の原因である災害が発生した当時に使用されて

いた事業場の所在地と名称を書いてください。 

(6) ６の欄 

審査請求人が保険給付その他の給付原因となった災害を被った労働者以外の者で

あるときにだけ、審査請求人とその労働者との法律上の関係が明確になるように、

例えば、原処分に係る労働者の「妻」や「長男」というように書いてください。 

(7) ７の欄 

原処分をした労働基準監督署長名を間違いなく書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) ８の欄 

「原処分があったことを知った年月日」は、原処分を知った年月日（労働基準監

督署長から支給又は不支給等の決定通知書が送付された年月日）を書いてください。 

２つ以上の原処分について審査請求をするときは、それぞれの原処分について、

原処分を上に書いてその下にその原処分のあったことを知った年月日を書いてくだ

さい。 

(9) ９の欄 

「審査請求の趣旨」というのは、労災保険審査官にどのような決定をしてもらい

たいかということです。 

したがって、労働基準監督署長の原処分に不服のある場合は、審査請求の趣旨に

は、労災保険審査官に取り消してもらいたい労働基準監督署長の原処分を具体的に

書き、その原処分の取消しを求める旨を書いてください。 

   労災保険審査官は、審査請求の趣旨で取消しを求めている原処分についてだけ審

査をし、決定をするものであって、それ以外には及びませんから、取消しを求める

労働基準監督署長の処分については特に注意して書いてください。書き方の例を示

せば次のとおりです。 

「△△労働基準監督署長が令和○年２月２０日付けで行った遺族補償給付及び葬

祭料の不支給決定処分を取り消す旨の決定を求める。」 

(10) １０の欄 

審査請求の理由には、なぜ、労働基準監督署長の原処分が取り消されるべきであ

るのかという理由を要領よく、具体的に書いてください。 

 この理由は９の欄に書かれた審査請求の趣旨の理由ですから、審査請求人の主張

する事柄を順序良く書いてください。簡単な文例を示せば次のとおりです。 

「山田太郎は、会社の用務のため自家用車を運転中に交通事故により死亡したも

のであり、業務上の災害であることは明らかである。 

したがって、業務を逸脱中に被災したため業務上の災害とは認められないとして

行った△△労働基準監督署長の不支給決定処分は誤りである。」 

(11) １１の欄 

審査請求に関する労働基準監督署長の教示が有ったときは、「有」に○印をつけ、

その内容を書いてください。無かったときは、「無」に○印をつけてください。 

なお、教示の内容がこの審査請求書に添付してある別紙と同じ内容であれば、「別

紙のとおり」と書いて、別紙をこの審査請求書に添えて出してください。 

(12) １２の欄 

１０の欄の審査請求の理由で述べた事実の存否を立証するための証拠及びその事

実を証明するためにどの証拠を申し立てるかを書いてください。この場合、その証

拠を審査請求人が出すことのできるものであるときは、この審査請求書に添えて出

してください。 

審査請求人が医師の診断書、レントゲン写真等を有している場合で証拠になると

思われる場合は、労災保険審査官へ出してください。 

その証拠が審査請求人が出すことのできないものであって、審理のための処分

（関係者の事情聴取、鑑定等）の申立てを必要とするときは、上の事項に加えて 

その内容並びにその処分を申し立てる趣旨及び理由を書いてください。

(13) １３の欄 

原処分のあったことを知った日の翌日から起算して３か月を過ぎてから審査請求

をする場合は、審査請求が遅れた正当な理由を書いてください。 

(14) 審査請求年月日の欄 

この審査請求書を提出（郵送の場合は発信）する年月日を間違いなく書いてくだ

さい。 

(15) 審査請求人氏名の欄 

審査請求人の氏名を書いてください。代理人によって審査請求をするときは、代

理人の氏名を書いてください。 

(16) １から１３までの欄で書ききれないときは、「別紙（１、２、３…）のとおり」

と書き、別の紙に書いてこの審査請求書に添えて出してください。 

書き方について、なお、わからない点がありましたら、最寄りの労働基準監督署

又は都道府県労働局にお尋ねください。 

 

 

 

 

 

労働基準監督署長が行った保険給付に関する決定処分に関して不服のある場合に

は、以下に述べるように、労働者災害補償保険審査官（以下「労災保険審査官」とい

う。）に審査請求をすることができます。 

保険給付に関する決定処分を受けた場合に、その決定の理由や、労災保険の支給基

準等についてわからない点があれば、処分を行った労働基準監督署にお尋ねくださ

い。 

記載例は裏面をご覧ください



 審査請求人の住所及び氏名

を書いてください。また、労

災保険審査官と連絡の取れる

連絡手段をご教示ください。

もし、審査請求後に住所を変

更した場合は、その時点で労

災保険審査官にその旨を申し

出てください。 

労働保険審査請求書の記載例 

 代理人によって審査請

求をするときは、その住

所及び氏名を書いてくだ

さい。代理人を選任した

場合は、委任状を添付し

てください。 

 この審査請求の対象となる

支給又は不支給決定処分等

（原処分）を受けた者の住所

及び氏名を書いてください。 

 審査請求人と同一であると

きは、「１に同じ」でかまい

ません。 

 原処分を受けた者が保険給付の原因となった負傷、疾病、死

亡などの災害を被った労働者自身でないときは、その労働者の

氏名を書いてください。 

 たとえば、夫の死亡により妻が遺族補償給付及び葬祭料の請

求を行って、原処分を受けた場合には、夫の氏名を記入しま

す。 

 原処分を受けた者が災害を被った労働者と同一である場合

は、書く必要はありません。 

 被災した労働者が災害発生時使用

されていた事業場（勤務先）の所在

地と名称を書いてください。 

 審査請求人が、保険給付の原因となった災害を

被った労働者自身でないときは、審査請求人とその

労働者との法律上の関係を、たとえば、「妻」や

「長男」というように書いてください。 

 審査請求人が被災労働者自身である場合には、書

く必要はありません。 

 この審査請求の対象とな

る原処分を行った労働基準

監督署長名を書いてくださ

い。氏名まで書く必要はあ

りません。 

 労働基準監督署長から保険給付の

支給又は不支給等の「決定通知書」

が送付された年月日を書いてくださ

い。 

 労災保険審査官に取り消してもら

いたい労働基準監督署長の原処分を

具体的に書き、その取消しを求める

旨を書いてください。 

 なぜ、労働基準監督署長の原処分

が取り消されるべきかという理由を

要領よく、具体的に書いてくださ

い。 

 この欄に書ききれない場合は、別

の紙に書いてもかまいません。  

 労働基準監督署長からの決定

通知書に、審査請求に関する教

示がある場合には、「有」を○

で囲み、その内容を書いてくだ

さい（審査請求書に添付してあ

る別紙と同じ内容であれば、

「別紙のとおり」と書き、別紙

をこの審査請求書に添えて出し

てください。）。 

 もし、教示がない場合には、

「無」を○で囲んでください。 

 審査請求の理由で述べた事実を証明するための資料であれば、

その資料名を書いてください。 

 労災保険審査官に審理のための処分（関係者の事情聴取、鑑定

等）を申し立てる場合は、処分の内容と申立ての趣旨及び理由を

書いてください。 

 天災地変等の正当な理由があって、審

査請求が遅れた場合は、３か月の期間を

過ぎても審査請求できるため、その場合

は、審査請求が遅れた理由を具体的に書

いてください。  

 審査請求人の氏名を書いて

ください。代理人によって審

査請求をするときは、代理人

の氏名を書いてください。 



 
（別紙）  

 
 

１ この保険給付に関する決定（以下「本件処分」といいます。）に不服がある場合には、本件

処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月以内に表記の労働基準監督署を管轄

する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」といいます。）に対して審

査請求をすることができます。 

 

 

２ 審査請求に対する審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の翌

日から起算して二か月以内に労働保険審査会（以下「審査会」といいます。）に対して再審査

請求をすることができます。また、審査請求をした日から三か月を経過しても決定がないと

きは、決定を経ないで審査会に対して再審査請求をすることができます。 

 

 

３ 本件処分に対する取消訴訟は、当該処分についての審査請求に対する審査官の決定を経た

後に、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣になります。）、決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して六か月以内に提起することができます。ただし、決定

があった日から一年を経過した場合は、提起することができません。   

また、審査会に対して再審査請求をした場合には、裁決を経る前又は裁決があったことを知

った日の翌日から起算して六か月以内に本件処分に対する取消訴訟を提起することができま

す。ただし、裁決があった日から一年を経過した場合は、提起することができません。 

なお、①審査請求をした日から三か月を経過しても審査官の決定がないとき、②処分、処分

の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他

審査官の決定を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに該当するときは、審査

官の決定を経ないで取消訴訟を提起することができます。 

 
 


